
エタノール製剤のご利用について

今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、エタノール製剤についてのお問い合わせ
を多数いただいております。

弊社にて製造販売しているエタノール製剤は、食品添加物です。
一般的な使用方法としては、食品等の加工工程等において、直接噴霧又は浸漬、添加等

するというものであり、食品の日持ち向上を目的としています。
また、調理器具、食器類、台所用品、ふきん、冷蔵庫、厨房内の除菌等にも噴霧等によ

りお使いいただいております。その際に手指に少量付着しても通常は問題ありませんが、必
要に応じてゴム手袋等をしていただくようにお伝えしております。

弊社エタノール製剤につきましては、食品添加物であって、医薬品・医薬部外品ではあ
りませんので、手指を含むヒトの身体に使用することは想定しておりません。
従いまして、新型コロナウイルスへの効果を確認したデータはございません。
なお、一般的に効果があると言われている消毒用アルコール（日本薬局方規格）は、エ

タノール濃度 76.9 vol% ～ 81.4 vol%です。

エタノール製剤のご利用に際しては、上記の他、火気には十分にご注意をお願いします。
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